
 

事 務 連 絡 

令和７年２月 17 日 

 

一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会 会長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局 参事官  

 

 

「ＬＰガスの商慣行是正に向けた制度改正に関する実態調査アンケート」の実施につい

て（協力依頼） 

 

 

平素より国土交通行政へのご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

国土交通省では、賃貸集合住宅等におけるＬＰガス料金に関する商慣行を是正し、消費

者（賃貸集合住宅の入居者・戸建て住宅の所有者）の利益保護を図る観点から、「液化石油

ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 」（液石法施行規則）の改正内

容について貴団体加盟の会員企業に周知いただくとともに、その対応への協力依頼を発出

しております。 

※別添１「ＬＰガスの商慣行是正に向けた制度見直しの周知について（依頼）」 

※別添２「ＬＰガス料金等の情報提供に関する不動産関係者への要請について」 

 

今般、取り組み状況等の実態を把握することといたしましたので、ご多忙中とは存じま

すが、貴協会より会員企業に対して別添アンケートの実施について御協力お願いいたしま

す。併せて別添１，２につきましても改めて周知いただくようお願いいたします。 



１ 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」（以下、「改正省令」という。）が改正され令和 6年
4 月 2 日に公布されました。規則改正により、ＬＰガス事業者が不動産関係者・建設業者に対し、設備貸与や配管工事、紹介
料などの形で過大な利益供与を行うことや、ＬＰガス料金として、ＬＰガスとは関係のない費用を入居者に請求することを禁止す
るなどの措置を講じられました。このことをご存じでしょうか。（単一回答） 

 
1．はい  2．いいえ 

 
（参考）LP ガスの商慣行是正に向けた制度見直しについて 
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00070.html   

 
２ ＬＰガス事業者は、賃貸集合住宅への入居希望者からＬＰガス事業者に対して直接ＬＰガス料金等の情報提供の要請が

あった場合は、それに応じることを義務付けするとともに、不動産関係者を通じて入居希望者に対し、ＬＰガス料金を事前提示
することとなりました。このことをご存じでしょうか。（単一回答） 

 
1．はい  2．いいえ 

 
（参考）【周知依頼】ⅬＰガス料金等の情報提供に関する不動産関係者への要請について 
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001750745.pdf    

 
３ 管理を受託した物件（ＬＰガスが供給される賃貸型集合住宅に限る。以下同じ）に関し、LP ガス事業者又は賃貸型集合住

宅の賃貸人から、ＬＰガスの料金等の記載がある資料について情報提供を受けたことがあるか教えてください。（単一回答） 
1．全ての物件で情報提供を受けている ２．大半の物件で情報提供を受けている  
３．一部の物件で情報提供を受けている ４．情報提供を受けていない 

 
４ ３．で「１．～３．」と回答した方に伺います。ＬＰガス事業者又は賃貸型集合住宅の賃貸人から情報提供を受けたＬＰガ

スの料金等の記載がある資料について、賃貸借の媒介を受託した物件（賃貸型集合住宅）の客付けを行う仲介業者に対し、
あらかじめ情報提供をしたことがあるか教えてください。 

 
1．情報提供をしている  
２．情報提供をしていない  

 
５ ４．で「２．」と回答した方に伺います。情報提供をしなかった理由を教えてください。（自由記述） 
 
６ 今後、LP ガス事業者又は賃貸型集合住宅の賃貸人から、ＬＰガス料金に関する情報提供を受けた場合、仲介業者へ情報

提供を行う予定はありますか。 
 １．情報提供を行う予定である 
 ２．情報提供を行う予定はない（その理由：      ） 
 

別添



８ 賃貸型集合住宅の入居者との間における、入居者がＬＰガス業者を選択できないこと等に伴うガス料金を巡るトラブル・クレーム
等の発生状況について教えてください。 
1．入居者からトラブル・クレームを受けたことがある 2．他社でトラブル・クレームが生じたと聞いたことがある 
3. 具体例を聞いたことはないが、そのようなトラブルが発生していることは知っている  
４．その他（具体的に      ） ５．ない 

 
９ 入居者から LP ガス（事業者や料金等を含む）について問い合わせを受けたことがありますか（複数回答） 
 １．LP ガス事業者見直しの問い合わせを受けた  ２．LP ガス料金水準の問い合わせを受けた 
 ３．LP ガス消費設備の修理・更新といった問い合わせを受けた  ４．その他  ５．ない 
 
【無償貸与にかかる設問】 
 
１．仲介・管理する不動産の、LP ガス消費設備等（例：ガス配管。給湯器、コンロなど）の所有形態、貸与関係、費用負担等

の条件を把握していますか。（複数回答） 
 １．不動産オーナーが所有している  ２．LP ガス事業者が所有し不動産オーナーが貸与を受けている  

３．一部設備の貸与を受けている   ４．把握していない 
 
２ LP ガス業者から賃貸住宅所有者への営業に際して、エアコン・給湯器等の機器設備を無償貸与する慣行が一部で行われてい

ることを知っていますか。（単一回答） 
1．知っている  2．知らなかった 

 
３ 機器設備等の無償貸与を受けることができることをどのように知りましたか。（複数回答） 
 １．LP ガス業者からの営業（提案） ２．賃貸人のアドバイス ３，同業者（管理業者）からの情報 
 ４．インターネット等の情報 ５．その他（具体的に      ） 
 
４ 改正省令が施行された令和６年７月２日以降、賃貸型集合住宅における LP ガス供給の契約（LP ガス事業者の切替え含

む）の締結にあたって、管理会社自身から LP ガス業者に対して、無償貸与で積極的に要求（無償貸与の有無を確認する程度
は除く）したことがあるかどうか、教えてください。（単一回答） 
１．自身から要求している ２．要求したことはあるが、LP ガス業者から提案されたため ３，要求したことはない  

 
５．LP ガス事業者から営業行為を受けたことが受けたことがありますか。（複数回答） 
 １．LP ガス事業者の切り替えの勧誘を受けた  ２．ガス機器、エアコン、Wi-Fi 設備などの無償貸与の営業を受けた 
 ３．ガス機器、エアコン、Wi-Fi 設備などの無償での修理・更新といった営業を受けた ４．ない ５．その他（具体的に   ） 
 
６ ＬＰガス事業者が自社の利益誘導のために過大な営業行為をする一方で、ＬＰガス事業者が不動産関係者・建設業者から

利益供与を要求される場合があり、それを断るとＬＰガス供給を受注できなくなるため、受け入れざるを得ないといった取引関係が
あることを知っていますか。（単一回答） 
1．知っている  2．知らなかった 



７ LＰガスの商慣行が引き起こす問題の背景には、LP ガス事業者から住宅オーナーへさまざまなモノの「無償貸与」がおこなわれ、そ
の金額が入居者の LP ガス料金に上乗せされることにあるということを知っていますか。 
1．知っている  2．知らなかった 

 
 
８ 不動産関係者・建設業者が、ＬＰガス事業者に対し、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に係る

規律違反に該当する利益供与等を求めることがあった場合、当該行為は、取引先に対してコンプライアンス違反を求めるものとして
問題となりえることを知っていますか。 
1．知っている  2．知らなかった 
 

９ 「過大な営業行為の制限」に関する問題行為に事業者が接した場合、資源エネルギー庁が開設した「ＬＰガス商慣行通報 
フォーム」に情報提供が求められていることを知っていますか。 
1．知っている  2．知らなかった 
（参考）通報フォーム 
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shigen-nenryo/tsuhoform  
 
 
【その他】 

１．仲介・管理する不動産の LP ガス料金水準についてどう感じますか。（単一回答） 
 １．高い  ２．適正な料金水準  ３．安い  ４．分からない   
 
２．LP ガス事業に係る制度・料金・仕組み等についてご意見がございましたらご記入ください。（自由記述） 
 
 
 



 

事 務 連 絡 

令和６年５月 17日 

業界団体の長あて 

国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課 

国土交通省 不動産・建設経済局 参事官（不動産管理業） 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 

国土交通省 住宅局 参事官（マンション・賃貸住宅担当） 

国土交通省 住宅局 住宅生産課 

 

ＬＰガスの商慣行是正に向けた制度見直しの周知について（依頼）  

 

平素より国土交通行政の推進にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

標記について、資源エネルギー庁より国土交通省に対して別添のとおりＬＰガスの商慣行

是正に向けた制度見直しについて周知依頼がありました。 

今般の制度見直しは、賃貸集合住宅等におけるＬＰガス料金に関する商慣行を是正するた

め、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（以下「液石法施行

規則」という。）を改正し、ＬＰガス事業者が不動産関係者・建設業者に対し、設備貸与や

配管工事、紹介料などの形で過大な利益供与を行うことや、ＬＰガス料金として、ＬＰガス

とは関係のない費用を入居者に請求することを禁止するなどの措置を講じたものです。今回

の制度見直しも踏まえ、ＬＰガス事業者や不動産関係者・建設業者がこれまでの商慣行を是

正していくことが求められております。 

つきましては、貴団体におかれましては、消費者（賃貸集合住宅の入居者・戸建て住宅の

所有者）の利益保護を図る観点から、別添の液石法施行規則の改正内容とともに、下記の対

応を貴団体加盟の会員企業に周知いただきますようお願いいたします。 

                   

                   記 

 

ＬＰガス事業者が自社の利益誘導のために過大な営業行為をする一方で、ＬＰガス事業者

が不動産関係者・建設業者から利益供与を要求される場合があり、それを断るとＬＰガス供

給を受注できなくなるため、受け入れざるを得ないといった取引関係があるとの指摘が経済

産業省に寄せられております。今後、不動産関係者・建設業者が、ＬＰガス事業者に対し、

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る規律違反に該当する利益

供与等を求めることがあった場合、当該行為は、取引先に対してコンプライアンス違反を求

めるものとして問題となりえることから、不動産業界・建設業界への信頼を損なわないよう

にするためにも、今回の液石法施行規則の改正趣旨についてご理解いただき、以下の対応を

お願いいたします。  

 

別添１



①「過大な営業行為の制限」（２０２４年７月２日施行）により、ＬＰガス事業者が行うい

わゆる無償貸与や無償での配管工事の請負、紹介料の支払い等の利益供与をはじめとする

過大な営業行為が禁止となることを踏まえ、そのような営業行為には応じないこと、もし

くは、ＬＰガス事業者に対してそのような利益供与を求めないこと。また、問題行為に接

した場合、資源エネルギー庁が開設した「ＬＰガス商慣行通報フォーム」 

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shigen-nenryo/tsuhoform 

に情報提供すること。 

 

②「ＬＰガス料金等の情報提供」（２０２４年７月２日施行）により、本年２月２９日付け

の周知内容（消費者が賃貸借契約を締結する前にＬＰガス料金の多寡を知った上での入居

を可能とするという仕組み）が法定化され、ＬＰガス事業者から、ＬＰガス料金表等の情

報があらかじめ提供されていることが前提となることを踏まえ、賃貸借契約を締結する前

の消費者に対し、当該ＬＰガス料金表等の情報を適切に提供すること。（なお、ＬＰガス

料金表等の情報があらかじめＬＰガス事業者から提供されていない場合においては、賃貸

借契約を締結する前の消費者に対し、ＬＰガス事業者に直接要請を行うことによりＬＰガ

ス料金表等の情報の提示を受けることができる旨を、情報提供することが考えられる。） 

 

③「三部料金制の徹底（設備費用の外出し表示・計上禁止）」（２０２５年４月２日施行）

により、ＬＰガス事業者は、消費者が負担するＬＰガス料金に係る新規契約においては設

備費用の計上をしないことが求められるだけでなく既存契約（施行時点で締結済みのＬＰ

ガス消費に係る販売契約）についても設備費用の外出し表示を求められること等を踏ま

え、ＬＰガス事業者からの三部料金制の施行に向けた相談があった場合には対応するこ

と。 

 

以上 

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shigen-nenryo/tsuhoform




 

 

 













令和６年６月 19日 

業界団体の長あて 

 

消費者庁 消費者政策課 

経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料流通政策室 

国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課 

国土交通省 不動産・建設経済局 参事官（不動産管理業） 

国土交通省 住宅局 参事官（マンション・賃貸住宅担当） 

 

ＬＰガス料金等の情報提供に関する不動産関係者への要請について 

 

賃貸集合住宅の入居者は、入居した後になってからＬＰガス料金を知ることが多く、料金に不

満があっても受け入れるしかないという状況におかれており、消費者保護の観点から問題となっ

ています。 

このような状況を踏まえ、消費者が賃貸集合住宅の入居前にＬＰガス料金の多寡を知ったうえ

で入居を可能とする観点から、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規

則」（液石法施行規則）を改正し、ＬＰガス事業者において、賃貸集合住宅への入居希望者からＬ

Ｐガス事業者に対して直接ＬＰガス料金等の情報提供の要請があった場合は、それに応じること

を義務付けするとともに、不動産関係者を通じて入居希望者に対し、ＬＰガス料金を事前提示す

ることとしました。同施行規則は令和６年４月２日に公布しており、同年７月２日に施行されま

す。 

 

今後、不動産関係者におかれては、液石法施行規則の改正により、ＬＰガス事業者から、ＬＰ

ガス料金表等の情報があらかじめ提供されていることが前提となることを踏まえ、一層の消費者

利益の擁護、増進の観点から、以下について御協力をお願いいたします。 

 

① ＬＰガス料金表等の情報があらかじめＬＰガス事業者から提供されている場合において

は、ＬＰガス供給をしている（今後供給しようとする場合も含む。）賃貸集合住宅の入居希

望者が賃貸借契約を締結する前に、当該入居希望者に対しＬＰガス料金等の情報を適切に

提供すること 

② ＬＰガス料金表等の情報があらかじめＬＰガス事業者から提供されていない場合におい

ては、賃貸借契約を締結する前の入居希望者に対し、ＬＰガス事業者に直接要請を行うこ

とによりＬＰガス料金等の情報の提示を受けることができる旨を、必要に応じて情報提供

すること 

 

なお、当該周知に関し別添のとおり一般消費者向けの注意喚起ポスターを作成しましたので御

活用ください。 

以上 

別添２




